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海上コンテナ輸送の割増率について 

 

 

 今般、海上コンテナ輸送事業者を対象とした実態調査結果から、下記の事項が確認さ

れたので、了知されたい。 

なお、本通知は別添により公益社団法人全日本トラック協会へ周知していることを申

し添える。 

 

 

記 

 

海上コンテナ輸送における運賃は、「標準的な運賃」における「トレーラー（20ｔク

ラス）」の「４割増」となること。 

 


